
               

 

新型コロナウイルス感染症の影響により 

厚生年金保険料等の納付が一時的に困難となり

猶予制度をご利用する場合の当面の取扱い 

新型コロナウイルス感染症の影響により、厚生年金保険料等を一時的に

納付することが困難となった場合には、猶予制度（「換価の猶予」や「納付の

猶予」）をご利用できます。 

猶予制度の申請をいただいた際には、事業主の皆様の置かれた状況に

配慮して、迅速かつ柔軟に対応することとし、申請や審査についても極力

簡素化しておりますので、お早めに管轄の年金事務所へご相談（電話でも

可）ください。 

 短期間に納付できることが明らかであると認められる場合を除き、原則、１年間の猶予として

おります。 

 申請の際には、申請書のほか、資産状況、今後の収支状況などを確認するための書類を提

出いただいておりますが、書類の準備が困難な場合は、年金事務所において聴き取りにより

確認するなどの対応を行っております。 

 通常、猶予を受けようとする金額に相当する担保が必要となりますが、担保の提供ができる

ことが明らかである場合を除き、担保は不要として取り扱っております。 






